
引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について

　平成26年4月1日に引き上げとなった地方消費税収は、地方消費税交付金として町に交付され、その引き上げ分に
ついてはその使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。平成29年度利尻町一般会
計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、以下のとおりです。

決算額

19,143

883,947

項　　目

<歳出>

<歳入> 地方消費税交付金（社会保障財源分）

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

目的別

社会福祉費

老人福祉費

（単位：千円）

一般会計 （単位：千円）

区分
うち引上分
の地方消費
税交付金
（社会保障
財源化分）

平成２９年度
決算額

　一般財源
財源内訳

特定財源

国・道支出金 その他地方債

児童福祉費

小　　計

保健衛生費

合　　計

民生費

衛生費

122,947

205,221

72,032

400,200

483,747

65,623

7,997

23,178

96,798

1,442

0 3,811 53,513 2,663

1,500 9,887 185,837 4,444

2,500 11,526 34,828 1,560

4,000 25,224 274,178 8,667

※事務費および人件費については除外しています。

59,400 14,319 408,586 10,476

63,400 39,543 682,764 19,143883,947 98,240


